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予オンラインまたは電話
※�予オンラインでの予約が
� 簡単➡
　相談日の1週間前の午前0時からオン
ラインによる予約受付が可能!!
※�予電話受付の場合は、相談日の1週
間前（休日のときは翌開庁日）9：００
から
祝日、休日の受付・相談はありません。
秘密厳守・無料
同一内容の相談は原則１回
場市役所1階市民相談室101・10２
問魅力創造発信課
℡0６－６９９２－1３５３、1３５６

法律相談･･･相続・離婚・金銭や土地建
物の賃借問題など
▼弁護士※予（1人３0分・先着14人）
毎週木曜日1３：00～1６：３0
▼司法書士※予（1人３0分・先着8人）
第２・３・4火曜日1３：00～1５：00

登記相談･･･相続・贈与などの登記
▼司法書士※予（1人３0分・先着4人）
第２水曜日1３：00～1５：00

税務相談･･･相続・所得・贈与税など
▼税理士※予(1人３0分・先着６人)
第２金曜日1３：00～1６：00

行政書士相談･･･成年後見・各種契約書
の作成など
▼行政書士※予(1人３0分・先着６人)
第1火曜日1３：00～1６：00

不動産一般相談･･･賃貸借契約・不動産
の活用など
▼宅地建物取引士※予
(1人３0分・先着６人)
第1火曜日1３：00～1６：00

行政相談･･･国などの行政に対する要
望や苦情など
▼行政相談委員���予前日までに
第4火曜日10：00～1２：00
備�相談員が親身に市民の相談をお受け
します。

市民無料法律相談（11月分） 従
業
員
の
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　
給
与
の
支
払
者（
事
業
主
）に
は
、
原
則
と

し
て
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
市
内
在
住
の
従
業
員
が
い
る
場
合
は
、
給

与
支
払
報
告
書（
総
括
表
）を
送
付
し
ま
す
の

で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
個
人
市
民
税・
府
民
税
の
特
別
徴

収（
給
与
か
ら
差
し
引
き
）に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

給
与
の
年
末
調
整

　
年
末
調
整
と
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の

給
与
所
得
者
を
対
象
に
、
１
年
間
の
給
与
総

額
が
確
定
す
る
年
末
に
そ
の
年
の
所
得
税
を

再
計
算
し
、
そ
れ
ま
で
に
源
泉
徴
収
し
て
い

た
税
額
と
の
差
額
を
還
付
ま
た
は
徴
収
す
る

手
続
き
で
す
。

　
年
末
調
整
の
内
容
は
、
勤
務
先
か
ら
お
住

ま
い
の
市
町
村
へ
給
与
支
払
報
告
書
と
し
て

提
出
さ
れ
、
翌
年
の
個
人
市
民
税・
府
民
税

の
課
税
資
料
と
な
り
ま
す
。

　
年
末
調
整
を
受
け
る
に
は
、「
給
与
所
得
者

の
扶
養
控
除
等
異
動
申
告
書
」を
勤
務
先
へ

提
出
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

必
要
に
応
じ
て
生
命
保
険
料・
地
震
保
険
料

な
ど
の
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
２
年
目
以
降
）を
申
告
す
る
書
類
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
医
療
費
控
除
を
受
け
た
り
、
初
め

て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
税
務
署（
場
合
に
よ
り
市
）へ
申
告
書
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
お
い
て
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
制
度
を
利
用
し
て
い
て
も
、
確

定
申
告
も
し
く
は
住
民
税
の
申
告
を
す
る

と
、
こ
の
特
例
が
適
用
で
き
な
い
た
め
、
申

告
の
際
に
寄
附
金
控
除
を
あ
わ
せ
て
申
告
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当
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・
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２
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４
５
６

個
人
市
府
民
税
の
よ
く
あ
る
質
問

～
年
の
途
中
で
守
口
市
か
ら
他
の
市
区
町
村

へ
引
っ
越
し（
転
出
）し
た
場
合
～　

　

個
人
市・
府
民
税
は
、
原
則
そ
の
年
の
１

月
１
日
現
在
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
市
区

町
村
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
年
の
途
中
で
守
口
市
か
ら
他

の
市
区
町
村
へ
引
っ
越
し（
転
出
）し
た
場
合

で
も
、
守
口
市
で
課
税
さ
れ
ま
す（
転
出
先

の
市
区
町
村
で
は
翌
年
か
ら
課
税
と
な
り
ま

す
）。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

～
省
エ
ネ
改
修
工
事
～

　
平
成
２６
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
所
在
す
る

家
屋
に
対
し
て
一
定
の
省
エ
ネ
改
修
工
事
を

行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
翌
年
度
の
固
定
資

産
税
額
か
ら
３
分
の
１
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

▼
適
用
を
受
け
る
た
め
の
主
な
要
件

　

�

①
改
修
後
の
床
面
積
が
５０
㎡
以
上
２
８
０

㎡
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　

�

②
店
舗
等
併
用
住
宅
の
場
合
は
、
床
面
積

の
１
／
２
以
上
が
居
住
用
で
あ
る
こ
と
。

　
（
た
だ
し
、賃
貸
住
宅
部
分
は
控
除
対
象
外
）

　

�

③
省
エ
ネ
改
修
後
の
断
熱
改
修
部
位
が
い

ず
れ
も
平
成
２８
年
省
エ
ネ
基
準
相
当
に
新

た
に
適
合
す
る
こ
と
。

　

�

④
ア
～
エ
の
合
計
額
が
税
込
６０
万
円
を
超

え
て
い
る
こ
と（
ウ
、
エ
の
設
備
設
置
工

事
を
行
う
場
合
は
、（
ア
）お
よ
び（
ア
）と

併
せ
て
行
う（
イ
）の
工
事
に
充
て
た
工
事

費
用
が
税
込
５０
万
円
を
超
え
、
ア
～
エ
の

合
計
額
が
税
込
６０
万
円
を
超
え
て
い
る
こ

と
。）（
表
１
）

　

�

⑤
令
和
６
年
３
月
３１
日
ま
で
に
工
事
を
完

了
す
る
こ
と
。

申
請
手
続　

　

減
額
措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
納
税
者

は
、
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
、
次
の
書
類
を

添
付
し
て
固
定
資
産
税
の
減
額
申
請
書
を
課

税
課
資
産
税
担
当
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
課
税
課
に
あ
り
ま
す
。

▽
工
事
明
細
書
お
よ
び
領
収
書
な
ど

▽�

建
築
士
、
指
定
確
認
検
査
機
関
、
登
録
住

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置

　
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、
賦
課
期

日（
１
月
１
日
）現
在
、
住
宅
の
敷
地
と
な
っ

て
い
る
住
宅
用
地
で
あ
れ
ば
、
特
例
措
置
に

よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
賦
課
期
日
現
在
、
住
宅
を
建
て
替
え
中
の

場
合
で
も
、
前
年
度
の
賦
課
期
日
に
お
け
る

建
て
替
え
前
の
住
宅
の
所
有
者
が
同
じ
で
、

建
て
替
え
後
の
翌
年
度
の
賦
課
期
日
に
お
け

る
住
宅
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
と
申
告
に
よ
り
軽
減
対
象

と
な
り
ま
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当
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２
・
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４
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４

市
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
と
個
人
市
民

税・
府
民
税（
普
通
徴
収
分
）の
第
１
～
３
期

分
お
よ
び
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）を
納
め
て

い
な
い
人
は
、
至
急
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
、
納
付
さ

れ
る
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の
第

４
期
の
納
期
限
は
、
１１
月
３０
日（
水
）で
す
。

納
期
ま
で
に
近
く
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
口
座
振
替（
自
動
払
込
）を
利
用

し
て
い
る
人
は
、
預
金
残
高
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
な
ど
）に
対
し
、
差
し
押
さ
え
、
公
売

な
ど
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
納
期
限
内
で
の
納
付
を
必
ず
お
願
い
し

ご
存
知
で
す
か

�

固
定
資
産
税
～
償
却
資
産

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日（
賦
課

期
日
）現
在
の
、
固
定
資
産（
土
地・家
屋・償

却
資
産
）の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
こ

の
う
ち
、
償
却
資
産
と
は
事
業
の
用
に
供
す

る
資
産（
機
械
、パ
ソ
コ
ン
、陳
列
ケ
ー
ス
、

医
療
器
具
な
ど
）で
、
そ
の
減
価
償
却
額
ま

た
は
減
価
償
却
費
が
法
人
税
法
ま
た
は
所
得

税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計
算
上
、
損
金

ま
た
は
必
要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
を

い
い
ま
す
。

注�

取
得
価
額
１０
万
円
未
満
の
償
却
資
産
は
、

原
則
と
し
て
申
告
対
象
外
で
す
。

　

�

ま
た
、自
動
車
税・軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

の
課
税
対
象
と
な
る
も
の
は
、
申
告
対
象

か
ら
除
か
れ
ま
す
。
家
屋
の
所
有
者
以
外

の
人（
テ
ナ
ン
ト
な
ど
）が
そ
の
事
業
の
た

め
に
取
り
付
け
た
附
帯
設
備
な
ど（
電
気・

給
排
水
設
備
、
内
装
な
ど
）は
、
家
屋
と

個
人
事
業
税（
第
２
期
分
）

�

第
2
期
分
の
納
付

　
個
人
事
業
税（
第
２
期
分
）の
納
期
限
は
１１

月
３０
日（
水
）で
す
。
期
限
内
に
忘
れ
ず
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

問
大
阪
府
北
河
内
府
税
事
務
所

℡�

０
７
２
・
８
４
４
・
１
３
３
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

�

出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
窓
口
開
設

　
写
真
撮
影
無
料
で
行
い
ま
す
。

場
市
民
保
健
セ
ン
タ
ー
1
階

問
総
合
窓
口
課

�

０
１
２
０
・
９
２
５
・
６
５
８

　
（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

宅
性
能
評
価
機
関
ま
た
は
住
宅
瑕か

し疵
担
保

責
任
保
険
法
人
の
い
ず
れ
か
が
発
行
し
た

「
増
改
築
等
工
事
証
明
書
」

　
住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
よ
る
固
定
資

産
税
の
減
額
措
置
が
適
用
さ
れ
て
も
、
省
エ

ネ
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
減
額
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

お
知
ら
せ

（表１）
ア 窓の断熱改修工事（必須）

イ 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断
熱工事

ウ 太陽光発電装置の設置工事

エ
高効率空調機の設置工事、高効率給湯器
の設置工事、太陽熱利用システムの設置
工事

一
体
で
あ
っ
て
も
償
却
資
産
と
み
な
さ

れ
、
取
り
付
け
た
人（
テ
ナ
ン
ト
な
ど
）が

納
税
義
務
者
で
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

ま
す
。

　
な
お
、
病
気
や
失
業
な
ど
の
理
由
で
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
税
課

ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
～
１
８
５

４


